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令和６年度授業料免除の申請について 

 

 このことについて、下記のとおり実施します。必ずオンラインでの申請及び関係書類の学

校への提出をお願いします。 

 

記 

 

１ 概要 

これまでの授業料免除制度は、就学支援金の認定者が免除対象となっていましたが、令

和６年度から就学支援金の不認定者についても、免除申請をすることで授業料が免除され

るようになりました（別添資料参照）。 

令和５年７月の就学支援金手続の際、不申請意向確認書を提出された方におかれまして

は、以下の手続により授業料が免除になりますので、就学支援金の申請等を行ってくださ

い。 

 

２ 申請方法 

  申請は、オンラインでの申請になります（(1)参照）。ただし、マイナンバー等関係書類

及び授業料通信教育受講料減免申請書は、学校へ直接提出になります（(2)及び(3)参照）。 

 

 (1) オンライン申請 

   別添「都立高等学校等オンライン申請受付システム利用開始情報通知書」に記載のＵ

ＲＬにアクセスし、申請内容を入力・送信してください。ログインに必要な認証コード

等が記載してあります。また、東京都教育委員会ホームページに当オンライン申請シス

テムの操作マニュアルが掲載されていますので、操作前に必ずご覧ください（別添「オ

ンライン申請システムを利用した申請の主な流れ」「各種支援制度のオンライン申請の開

始について」参照）。 

 

(2) 関係書類 

  ア マイナンバー台紙 

   ○ マイナンバー台紙に保護者全員のマイナンバーカード裏面の写しを上段に貼付し

てください。 

   ○ マイナンバーカードを作成していない方は、個人番号・通知カードの写しを貼付

するか、住民票の写し（マイナンバー明記のもの）を添付してください（台紙に貼付

する必要はありません。）。 

○ マイナンバーのほか、本人確認のための顔写真付証明書（運転免許証等）のコピー

も台紙の下段に貼付する必要があります。顔写真のない証明書の場合は、健康保険証

と住民票の写し等、２つ以上の証明書のコピーが必要です。 

イ マイナンバーの提出が困難な方は、令和５年度住民税課税証明書を提出してくださ

い（保護者全員分）。なお、両親の一方がマイナンバー、一方が課税証明書の場合は、



受け付けることができません。両方とも課税証明書で提出してください。 

 

 (3) 授業料通信教育受講料減免申請書 

   就学支援金が不認定の場合に必要となる申請書です。マイナンバー等関係書類と共に

提出してください。 

 

３ マイナンバー等関係書類の提出方法 

同封の青色の封筒にマイナンバー台紙を入れて提出してください（青色封筒表紙下の「氏

名」欄に生徒氏名を記載）。マイナンバー台紙は、同封の白色の封筒に入れてください。課

税証明書や住民票の写しを提出する場合も白色封筒に入れてください。 

なお、授業料通信教育受講料減免申請書は、青封筒に同封してください。 

 

４ 提出期間・提出場所 

(1) オンライン申請 

令和６年４月 30日（火）までに入力してください。 

(2) マイナンバー等関係書類 

令和６年５月 24日（金）までに東京都立東大和高等学校経営企画室へ提出してくださ

い。なお、関係書類を郵送する場合は、必ず簡易書留にしてください。 

 

５ その他 

 (1) 保護者の一方が海外単身赴任により、令和６年１月１日現在国内に住所を持たない場

合は、親族者１名分として申請してください。ただし、海外赴任を終了し、国内住所を取

得した場合は、以降の７月審査時に親族者２名分として再申請してください。 

(2) 離婚調停中、ＤＶ、その他の理由で保護者の一方からマイナンバーの提供が困難な場

合は、親族者１名分として申請してください。 

(3) 住所記入欄については、令和６年１月１日現在の住所を記入してください。 

(4) 令和６年１月２日以降に市をまたがる住所変更があった場合は、７月申請時に再度申

請してください（６月審査でマイナンバーを提出済みの場合は、再度マイナンバーを提

出する必要はありません。）。 

(5) 退職金は分離課税のため、合計収入に含める必要はありません。 

(6) オンライン申請が難しい方については、下記問合せまでご連絡ください。 

(7) 就学支援金を申請しない方（不申請）は、授業料が発生します（※）。 

※ ５月に申請した場合は、認定された場合でも、４月分の授業料が発生します。４月か

らの免除を希望する場合は、必ず４月中にオンライン申請を完了させてください。 

 

７ 問合せ 

  東京都立東大和高等学校経営企画室 

  住所 〒207-0015 東京都東大和市中央３－９４５ 

  電話 042-563-1741（8:45～16:55） 

 


